
 

 

 
 

 

 
今
年
も
秋
の
運
動
が
始
ま
り
ま
し
た 

民
商
で
は
毎
年
9
月
か
ら
11
月
の
3
か
月
間
で
、
仲
間
を
増
や

す
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
と
し
て
商
工
新
聞
読
者
の
拡
大
に
力
を
入
れ
て

い
ま
す
。
特
に
今
年
11
月
に
は
全
商
連
創
立
70
周
年
を
迎
え
ま
す
。

全
国
の
仲
間
と
力
を
合
わ
せ
て
民
商
を
大
き
く
発
展
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

仲
間
を
増
や
す
活
動
は
業
者
同
士
の
助
け
合
い
を
発
展
さ
せ
る
と
と

も
に
、
政
治
に
対
し
て
私
た
ち
の
要
求
を
実
現
さ
せ
る
力
に
も
な
り

ま
す
。
消
費
税
の
問
題
で
は
10
月
か
ら
の
適
格
請
求
書
（
イ
ン
ボ
イ

ス
）
発
行
事
業
者
登
録
申
請
が
迫
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
コ
ロ
ナ
危
機

打
開
に
向
け
て
す
べ
て
の
国
民
に
恩
恵
が
あ
る
消
費
税
の
減
税
を
求

め
る
こ
と
も
必
要
で
す
。 

皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
民
商
の
拡
大
運
動
・
仲
間
を
増
や
す
活
動
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。 

・ 

宣
伝
ビ
ラ
の
配
布
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
（
裏
面
参
照
） 

・ 

身
近
な
方
で
相
談
が
必
要
な
方
が
い
れ
ば
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。 

・ 

消
費
税
減
税
・
イ
ン
ボ
イ
ス
中
止
の
署
名
を
集
め
て
く
だ
さ
い
。 

・ 

衆
院
総
選
挙
で
は
投
票
で
自
分
の
意
思
を
示
し
ま
し
ょ
う
。 

 

中
小
企
業
等
チ
ャ
レ
ン
ジ
補
助
金 

吹
田
市
が
独
自
に
新
分
野
展
開
、
業
種
・
業
態
転
換
、
業
務
体
制

改
善
・
生
産
性
向
上
、
働
き
方
改
革
を
目
的
に
設
備
投
資
を
行
う
中

小
企
業
、
ま
た
は
事
業
継
続
力
強
化
の
た
め
の
事
業
計
画
策
定
に
対

し
て
補
助
金
制
度
を
創
設
し
ま
す
。
募
集
要
項
お
よ
び
申
請
書
類
は

市
の
Ｈ
Ｐ
に
て
9
月
10
日
ま
で
に
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
す
。 

➢
 

対
象
者 

次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
中
小
企
業
等
（
個
人
事
業
主
を
含
む
） 

・ 

市
内
に
主
た
る
事
業
所
を
有
し
て
い
る
こ
と
。 

・ 

創
業
後
1
年
以
上
の
事
業
実
績
が
あ
る
こ
と
。 

・ 

市
町
村
民
税
の
滞
納
（
不
申
告
を
含
む
）
を
し
て
い
な
い
こ
と
。 

※ 

そ
の
他
の
詳
細
な
要
件
に
つ
い
て
は
、
募
集
要
項
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。 

➢
 

事
業
計
画
策
定 

補
助
上
限
額
20
万
円 

補
助
率
3
分
の
2 

・ 

補
助
対
象
経
費 

次
の
計
画
策
定
に
伴
う
専
門
家
へ
の
謝
金
、
事
業
再
構
築
補
助
金
の
申

請
に
係
る
事
業
計
画
、
事
業
継
続
力
強
化
計
画
、
先
端
設
備
等
導
入
計

画
、
経
営
革
新
計
画
、
経
営
力
向
上
計
画
、
次
の
い
ず
れ
か
を
目
的
と

し
た
計
画
（
ア 

新
分
野
展
開
、
イ 

業
種
・
業
態
転
換
、
ウ 

業
務
体

制
改
善
・
生
産
性
向
上
、
エ 

働
き
方
改
革
） 

➢
 

設
備
投
資 

補
助
上
限
額

200
万
円 

補
助
率
3
分
の
2 

・ 

補
助
対
象
経
費 

新
分
野
展
開
、
業
種
・
業
態
転
換
、
業
務
体
制
改
善
・
生
産
性
向
上
、

働
き
方
改
革
を
目
的
と
し
た
次
の
設
備
投
資
に
か
か
る
費
用 

機
械
装
置
・
シ
ス
テ
ム
構
築
費
、
そ
れ
に
伴
う
工
事
費
等
（
機
械
装
置
・

シ
ス
テ
ム
構
築
費
の
2
分
の
1
ま
で
） 

※ 

令
和
3
年
4
月
1
日
か
ら
令
和
4
年
2
月
28
日
ま
で
に
発
注
・
契

約
・
納
品
が
完
了
し
、
同
期
間
内
に
支
払
っ
た
経
費
が
補
助
対
象
と
な

り
ま
す
。
他
の
補
助
制
度
の
採
択
を
受
け
て
い
る
、
も
し
く
は
そ
の
予

定
が
あ
る
場
合
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

そ
の
他
、
申
込
の
詳
細
は
吹
田
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

免
税
業
者
の
イ
ン
ボ
イ
ス
登
録
申
請
に 

課
税
届
は
不
要
で
す 

今
年
10
月
か
ら
適
格
請
求
書
（
イ
ン
ボ
イ
ス
）
発
行
事
業
者
登
録

申
請
が
は
じ
ま
り
ま
す
が
、
す
で
に
「
親
会
社
か
ら
説
明
会
を
開
く

か
ら
と
参
加
を
呼
び
か
け
ら
れ
た
」
な
ど
の
声
も
出
て
お
り
、
誤
解

や
混
乱
が
な
い
よ
う
次
の
点
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

 

確
認
し
て
お
く
べ
き
点
（個
人
の
場
合
） 

現
在
免
税
事
業
者
で
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
に
な
る
こ
と
を
選

択
す
る
場
合
、
必
要
と
な
る
消
費
税
の
申
告
・
納
税
は
２
０
２
３
年

10
月
以
降
か
ら
で
す
。（
２
０
２
３
年
分
の
確
定
申
告
で
は
、
10
月

～
12
月
の
3
か
月
分
の
消
費
税
を
２
０
２
４
年
3
月
31
日
ま
で

に
申
告
・
納
税
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
） 

① 

２
０
２
３
年
10
月
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
に
な
る
に
は
、

課
税
届
の
提
出
は
不
要
で
す
。 

２
０
２
１
年
10
月
1
日
～
２
３
年
3
月
31
日
に
適
格
請
求
書
（
イ

ン
ボ
イ
ス
）
発
行
事
業
者
の
登
録
申
請
書
の
み
を
提
出
す
る
だ
け
で

す
。（
期
限
ま
で
に
提
出
で
き
な
か
っ
た
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の

事
情
を
記
載
し
て
２
０
２
３
年
9
月
30
日
ま
で
に
登
録
申
請
を
） 

② 

「
す
ぐ
に
課
税
業
者
に
な
ら
な
い
と
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
で
き

な
い
」
と
い
う
の
は
間
違
い
で
す
。 

あ
わ
て
て
今
年
10
月
に
課
税
事
業
者
選
択
届
を
提
出
し
て
し
ま
う

と
、
来
年
1
月
よ
り
課
税
業
者
に
な
る
た
め
必
要
の
な
い
1
年
9

ヶ
月
分
を
納
税
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

③ 

２
０
２
３
年
10
月
～
12
月
分
の
消
費
税
を
簡
易
課
税
で
申
告
す

る
に
は 

簡
易
課
税
選
択
届
に
「
２
０
２
３
年
分
か
ら
適
用
す
る
」
旨
を
記
載

し
、
２
０
２
３
年
12
月
31
日
ま
で
に
提
出
。 

（
参
照
元 

国
税
庁
「
消
費
税
の
仕
入
税
額
控
除
制
度
に
お
け
る
適

格
請
求
書
等
保
存
方
式
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
」） 

最
後
に 

申
請
手
続
の
締
切
に
は
ま
だ
時
間
が
あ
り
ま
す
。「
イ
ン
ボ
イ
ス
は

全
業
者
に
と
っ
て
死
活
問
題
」
で
す
。
慌
て
て
届
出
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
消
費
税
減
税
・
イ
ン
ボ
イ
ス
廃
止
署
名
を
広
げ
て
総
選

挙
の
争
点
に
押
し
上
げ
、
政
治
を
変
え
て
消
費
税
減
税
と
イ
ン
ボ
イ

ス
廃
止
を
勝
ち
取
り
ま
し
ょ
う
。 

以
上
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 

伝
言
板 

無
料
法
律
相
談 

9
月
16
日
（
木
）
13
時
00
分 

民
商
会
館 

北
大
阪
総
合
法
律
事
務
所
の
弁
護
士
が
相
談
に
応
対
し
ま
す
。
相
談

を
希
望
さ
れ
る
方
は
事
前
に
予
約
の
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

第
7
期
飲
食
店
等
に
対
す
る
営
業
時
間
短
縮
等
協
力
金 

（
申
請
期
間
） 

8
月
16
日
（
月
）
～
9
月
27
日
（
月
）   

（
対
象
期
間
）
6
月
21
日
（
月
）
～
8
月
31
日
（
火
）<

72
日
間> 

 


